
 

 

 

 

                  報道発表資料の配付日時 ７月４日（木）10 時 00 分 

発 表 項 目 

（ 行 事 名 ） 
飲酒運転根絶に向けた取組について 

記者レクチャー 

の お 知 ら せ 
(実施日時) 

  発 表 者  

  発表場所  

概 要 

○ 平成 26 年７月 13 日に、小樽市銭函で３人の尊い命が奪われる飲酒運転

引き逃げ事故が発生し、その後も飲酒運転が後を絶たないことから、道で

は、道民が飲酒運転の根絶に関する理解と関心を深め、一体となって飲酒

運転の根絶に向けて、７月 13 日を「飲酒運転根絶の日」と定めていると

ころです。 

 

○  本年は、小樽市の事故から 10 年目となることから、一層取組を強化し 

ており、７月には別紙の取組を実施します。 

  

          

           

参 考  

 

報 道 ( 取 材 ) 

に 当 た っ て 

の お 願 い 

飲酒運転の根絶に向け、積極的な報道をお願いします。 

他 の ク ラ ブ 

と の 関 係 

同 時 配 付 

同 時 レ ク 

(場所) 

 

 

担 当 

（ 連 絡 先 ） 

日高振興局保健環境部環境生活課  環境生活課長   栗林 稔 

                 道民生活係長  佐藤 ゆかり 

電話：０１４６－２２－９２５１（直通）   

 

 

７／４（木）の発表 

 

飲酒運転をしない、させない、許さない、 

そして見逃さない 



別紙 

 

１．振興局幹部職員に向けた浦河警察署の講話 

（１）日時 

   令和６年（2024 年）７月８日（月）９：１０～（５分程度） 

（２）場所 日高合同庁舎２階 ２０１会議室 

 

２．飲食店に対する飲酒運転根絶への協力依頼①（新ひだか町内） 

（１）日時 

   令和６年（2024 年）７月１１日（木）１７：００～（３０分程度） 

（２）場所 

  ①美味の館 天政（新ひだか町静内御幸町１丁目１−１６） 

②養老乃瀧 静内店（新ひだか町静内本町１丁目１−２６） 

③風来坊 静内店（新ひだか町静内本町２丁目２−３） 

（３）参加予定者 

  日高振興局長、新ひだか町長、札幌方面静内警察署長  

 

３．飲酒運転根絶の日決起大会 

（１）主催 

 （公社）日高地区交通安全推進協議会、北海道交通安全推進委員会、日高町､平取町､ 

  新冠町､新ひだか町､浦河町､様似町､えりも町、日高振興局 

（２）日時 

   令和６年（2024 年）７月１２日（金）１３：３０～１４：４０ 

（３）場所 

   浦河町総合文化会館 ３階 ふれあいホール（浦河町大通３丁目） 

（４）内容 

   ①黙祷 

②日高地区協議会会長による主催者挨拶（浦河町長） 

   ③来賓挨拶 

④飲酒運転根絶についての講演 

⑤飲酒運転根絶道民宣言 

⑥旗の波作戦（同会館前国道沿いで実施。また、雨天時は中止。） 

（５）参集範囲 

   日高地区交通安全推進協議会の構成員ほか 約５０名 

 

４．飲食店に対する飲酒運転根絶への協力依頼②（浦河町内） 

（１）日時 

   令和６年（2024 年）７月１２日（金）１５：４０頃～ 

（２）場所 

寿し 藤まん（浦河町浜町９−１） 

（３）参加予定者 

   日高振興局くらし・子育て担当部長、浦河町長、札幌方面浦河警察署長 


